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第 11 分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の

促進 

 

【基本認識】 

〇 女性も男性も、持続可能な働き方を実践するとともに仕事以外に個人としての多様な

活動に参加し役割を持つことが、生涯にわたり豊かな人生をもたらすと考えられる。女

性と男性が共に働き方・暮らし方の変革を進め、若者や女性が働きやすく魅力ある職場

づくりも併せて求められている。 

〇 男女共同参画を推進する様々な取組が進められており、法制度の整備も進んできたも

のの、依然として、男女共同参画社会が実現したとは言い難い状況にある。「男女共同参

画社会に関する世論調査」（令和６（2024）年９月調査）によれば、社会全体における男

女の地位の平等感について、「男性の方が優遇されている」と回答した者の割合は 74.7％

である一方、「平等」と回答した者の割合は 16.7％にすぎない。背景には、働き方・暮ら

し方の根底に、長年にわたり人々の中に形成された固定的な性別役割分担意識や性差に

関する偏見・固定観念、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）があり、またそ

れらによって価値観や慣習が形成されていることが挙げられる。 

〇 このような意識や固定観念等は、往々にして幼少の頃から長年にわたり形成されてき

ており、女性と男性のいずれにも存在し、進路選択や就業など様々なライフスタイルに

影響を与え、家事・育児・介護負担の女性への偏りや男性の過重労働など心身の健康悪

化や生活の質の低下をもたらしている側面もある。国民一人一人の意識が変わり、従来

の性別による固定観念にとらわれなくなることで、女性も男性も一人一人が、お互いを

尊重しながら、長い人生の中で主体的で多様な選択をでき、自分らしく生きられること

につながる。男性にとっては、主たる稼ぎ手であるべきという固定観念にとらわれずに、

家庭や地域などの生活の場に積極的に関わることができると考えられる。 

〇 したがって、男女共同参画の推進に係る他の全ての取組の基盤として、また、様々な

取組の実効性を高めていく観点から、こどもを始め様々な世代で固定的な性別役割分担

意識等を植え付けず、また、押し付けない取組、そして、男女双方の意識を変えていく取

組が極めて重要である。根強い偏見等を背景に、女性は、性的な嫌がらせ、誹謗中傷等の

標的になりやすく、深刻な影響を受けやすいことに留意しつつ、地域・職場・教育など

様々な場から社会全体の機運を醸成していくことも欠かせない。 

〇 家庭、地域、職場、学校、メディアなどのあらゆる場を通じて、幼児から高齢者に至る

幅広い層を対象に、男女共同参画を親しみやすく分かりやすいものとすることが重要で

ある。また、こどもに関する取組を行うに当たってはこどもの最善の利益に配慮する必

要がある。 

〇 以上を踏まえ、人権の尊重を前提として、地方公共団体や関係機関・団体と連携し、固

定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見の解消、固定観念を打破するとともに、無

意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）による悪影響が生じないよう、男女双方の

意識改革と理解の促進を図る。また、人々の意識形成に大きな影響力をもつ学校教育及

びメディアの分野における政策・方針決定過程への女性の参画を促進する。 
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＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

１ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

（１）施策の基本的方向 

〇 教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）が掲げる男女の平等を重んずる態度を養うとい

う教育の目標を達成するため、教員の養成・採用・育成の各段階に男女共同参画の視点

を取り入れ、校長を始めとする教職員や教育委員会における男女共同参画の理解を促進

するとともに、学校教育と社会教育において男女平等の理念を推進する教育・学習の一

層の充実を図る。 

〇 また、大学、研究機関、独立行政法人等による、男女別データを活用した男女共同参画

に資する研究を推進し、その成果を学校教育と社会教育に活用する。 

〇 さらに、より長い人生を見据え、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固

定観念、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）にとらわれずに、「教育、仕事、

老後」という単線型の人生設計ではなく、人生ステージに応じた様々な働き方、学び方、

生き方を選べるよう、男女共同参画の視点を踏まえた生涯学習や能力開発を推進する。 

（２）具体的な取組 

ア 校長を始めとする教職員への研修の充実 

① 男女共同参画機構において、教育長、教育委員、教育委員会や教育センターの職員、

学校の管理職等が、学校における男女共同参画に関する現状・課題を把握し、女性の

管理職登用促進や教職員のキャリア形成支援等の意義・必要性について理解を深め、

地域の実情に合わせた課題解決の方策を検討できるよう研修や教育・学習支援等を

実施する。また、研修を効果的なものとするため現状の把握と課題の抽出のための調

査研究を行う。（再掲）【内閣府、文部科学省】 

イ 男女平等を推進する教育・学習の充実 

① 未就学児がジェンダーバイアスにより自分の可能性を狭めてしまわないよう、幼

少期の教育現場等における固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコ

ンシャス・バイアス）の解消に資する方策について周知・普及に努める。 （再掲） 【文

部科学省】 

② 初等中等教育において男女共同参画の重要性についての指導が充実するよう、教

員研修の充実、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見の解消と固定観念の

打破を図るために開発した学校教育や社会教育で活用できる学習プログラムの普及

等を行う。また、こどもたちへの教育や、理工系進学等の進路選択の支援に臨むに当

たって、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

の解消に向けて、こどもたちの身近な存在である教員の理解促進を図る。 【文部科学

省】 

③ 図書館や公民館等の社会教育施設において、学校や男女共同参画センター、民間団

体等と連携し、情報・資料の提供等を通じて学習機会の充実を図る。【文部科学省】 
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④ 男女共同参画機構において、地域における男女共同参画が推進されるよう、男女共

同参画センター、女性団体等を対象とした研修や教育・学習支援等を行う。【内閣府、

文部科学省】 

ウ 大学、研究機関、独立行政法人等による男女共同参画に資する研究の推進  

① 男女共同参画機構において、男女共同参画に関する専門的・実践的な調査研究や情

報・資料の収集・提供・デジタル化を行う。【内閣府、文部科学省】 

エ 多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実 

① 大学や地方公共団体、男女共同参画センター等と連携し、学び直しを通じて女性の

キャリアアップやキャリアチェンジ等を総合的に支援する取組を推進する。【文部科

学省】 

２ 国民的広がりを持って地域に浸透する広報活動の展開とメディア分野等と連携した積

極的な情報発信 

（１）施策の基本的方向 

〇 固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定観念、無意識の思い込み（アン

コンシャス・バイアス）は、女性にも男性にもある。女性も男性も一人一人が、男女共同

参画を自分のこととして認識し、その実現に向けて協力し合って取り組めるよう、男女

双方の意識改革に取り組む。 

〇 その際、男女共同参画に関心の高い層だけではなく、関心の低い層や次世代を担う若

者、企業・団体の経営者や管理職等を含め、訴えかける対象を設定し、多様なメディア・

コンテンツを活用しながら、その対象ごとに戦略的な広報活動を展開する。 

〇 また、地域により情報や取組に差があることから、住民に身近な地方公共団体や、関

係機関・団体と連携して、地域における広報・啓発活動の一層の推進を図る。 

〇 新聞・テレビ・映画・ゲーム・インターネットメディア・広告等の多様なメディア関係

者と連携し、男女共同参画に資する広告やコンテンツ等について積極的に情報発信を行

う。また、表現の自由を十分尊重しながら、性暴力表現など実在する人物の人権を侵害

するような情報への対策を始め男女共同参画に関する各業界における自主的な取組を促

進する。 

〇 違法な性・暴力表現の流通等を防止するとともに、関係機関等と連携した広報啓発の

推進等の適切な対応を行う。 

（２）具体的な取組 

① 固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見の解消に資する、また、固定観念や

無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を生じさせない取組に関する情報収

集を行うとともに、行動変容にもつながるよう、啓発手法等を検討し、情報発信を行

う。（再掲）【内閣府】 

② 政府広報も活用し、幅広く丁寧に、男女共同参画に関する国民的関心を高めてい

く。【内閣府、関係府省】 
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③  「男女共同参画週間」や「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」において、

地方公共団体や関係機関・団体と連携し、男女共同参画に関する意識の浸透を図る。

（再掲）【内閣府】 

④ 家事・育児等の手間やストレスの軽減に資する様々な活動や商品・サービスの活用

に関する広報活動を展開する。【内閣府、こども家庭庁】 

⑤ 男女共同参画を阻害する固定観念の撤廃を目指すための各種取組と連携する。【内

閣府】 

⑥ インターネット上の性的な暴力やハラスメントの被害者にも加害者にもならない

ようにするという観点から、関係機関・団体等と連携して、安全・安心な利用のため

の広報啓発を行うとともに、ＩＣＴリテラシーやメディア・リテラシーの向上のため

の取組を推進する。特に、自画撮り被害を防止するため、若年層・児童生徒等や保護

者に対する教育・啓発等の対策を総合的に推進する。（再掲）【内閣府、警察庁、こど

も家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、経済産業省】 

⑦ インターネット上に拡散した画像の削除等について相談・通報を受け付ける窓口

の周知に取り組む。（再掲）【警察庁、総務省、法務省、関係府省】 

 

 

  




